【新型コロナウイルス感染症　集団発生時の対応と報告のお願い】高齢者・障害者施設等


　感染症の感染拡大を防止するためには、発生状況を正確に把握し、早期に対応することが重要となります。
　そのため、以下の様式に必要事項をご記入いただき、速やかに保健所までメールで送信してください。


	様式の種類
	保健所への送信タイミング

	①基本情報
	原則、報告した当日中

	④健康観察表
	報告した当日から終息まで週１回



	連絡先

	埼玉県狭山保健所　感染症担当
電話番号：04-2954-6212　（平日8：30～17：15）
メールアドレス：f5462129@pref.saitama.lg.jp




【参考】
① 陽性者の療養期間
· 5類移行にともない、外出自粛期間や行動制限期間は個人及び事業所判断となりました。
ただし、発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症後5日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過するまでは、他人との接触を極力避け療養することが推奨されています。
· また、ウイルスの排出量の観点から発症から7日間ないしは10日間の療養期間を設けている施設もあるようですので、陽性者の症状や生活環境などを踏まえ、ご判断ください。
· マスクの装着も個人の判断となっておりますが、発症から10日間は、ウイルスを排出している可能性があることから、マスク装着などのご配慮をお願いいたします。

② 濃厚接触者について
· 「濃厚接触者」として、法律に基づく行動制限はありません。
· 陽性者と接触のあった日（最終接触日）から5日間は、発症する可能性がある期間ですので、健康観察を強化していただくようお願いいたします。
· 入所者が濃厚接触者に該当すると判断された場合、居室対応などをしている施設もあるようですので、各施設の状況に応じてご検討ください。
· 参考：厚生労働省「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ＆A」
https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf
 
③感染対策
· 標準予防策及び感染経路別予防策（飛沫感染・接触感染を想定した予防策）を実施するという、基本的な考えは変わりありません。
· 患者の症状や生活環境、身体状況より必要な感染対策を行い、ご対応をお願いいたします。

【参考資料】
· 日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第5版」　https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001039370.pdf
· 厚労省HP「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
· 埼玉県HP「【高齢者施設等】新型コロナウイルス関連ページ　
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/corona_index.html
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